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優っくり小規模多機能介護文京小日向 重要事項説明書 
（令和６年１０月 1 日現在） 

 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービス 

 

 指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始にあたり、東京都文京区指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に基づいて、当事業者が説明すべ

き重要事項は次のとおりです。 

 

 

１  事業者の概要 

 事業者名称 社会福祉法人 奉優会 

 主たる事務所の所在地 東京都世田谷区駒沢 1-4-15 真井ビル 5 階 

 法人種別 社会福祉法人 

 代表者名 理事長 香取 寛 

 電話番号 ０３－５７１２－３７７０ 

 ＦＡＸ ０３－５７１２－３７７１ 

 

 

２  ご利用事業所 

ご利用事業所の名称 （介護予防）優っくり小規模多機能介護文京小日向 

指定事業者番号 １３９０５００３０２ 

所在地 東京都文京区小日向１丁目２３番２６号 

電話番号 

FAX 番号 

０３－５８１０－１７５７ 

０３－５８１０－１７６５ 

営業日 

営業時間 

年中無休 

２４時間無休  日中時間帯７：３０～２２：００  

通常の事業の実施地域 文京区内 （その他応相談） 

登録定員 登録２９名 

通い１８名（１日）  泊まり９名（１日） 

 

 

３  従業者の職種、員数及び勤務の体制 

従業者の職種 資 格 員数 内容 

管理者 介護福祉士 １人 
従業者の管理、サービス実施状況の把握

等、管理運営を行う 

介護従業者 

介護福祉士・ 

ヘルパー１級・２級 

介護職員初任者研修 

7 人 

以上 

ご利用者の心身の状況を的確に把握しなが

ら、ご利用介護計画に基づいた介護サービス

を行う 

看護師又は准看護師 １人 健康管理・服薬管理 

介護支援専門員 介護支援専門員 １人 ご利用者の介護計画書の作成・評価を行う 
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 ４  事業の目的と運営の方針 

 事業の目的 社会福祉法人奉優会が開設する優っくり小規模多機能介護文京小日向（以

下「事業所」という。）が行う指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業

（以下「事業」という。）は家庭的な環境と地域住民との交流の下で、要支援

者又は要介護者の居宅及び事業所において、入浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能

力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするこ

とを目的とする。 

 運営の方針 事業所の職員は、要支援者又は要介護者の様態や希望に応じて、通いを中

心として、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供することにより、

利用者の居宅における生活の継続を支援するよう努めるものとする。 

事業の実施に当たっては、事業所は、文京区、高齢者あんしん相談センタ

ー、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 

５  サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

１ サービス内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

（介護予防）小規模

多機能型居宅介護計

画の作成 

1 サービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活を継続するこ

とができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利

用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサ

ービス、訪問サービス、及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせ、他の

（介護予防）小規模多機能型居宅介護従業者との協議の上、援助目標、

当該目的を達成するための具体的なサービス内容を記載した（介護予

防）小規模多機能型居宅介護計画を作成します。 
2 利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びその家族に対し

て、その内容について説明し同意を得ます。 
3 計画を作成した際には、当該（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画

を利用者に交付します。 
4 作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供に努

め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変

更を行います。 

相談・援助等 
1 利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者・家族の相談に適切に応

じ、支援を行います。 

通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
内
容 

介護サービス 

1  移動･移乗介助 
  介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助を行

います。 
2 排せつの介助 
  介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導、おむつ交換を行います。 
3 見守り等 
  利用者の安否確認等を行います。 
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健康チェック 1 血圧測定・体温測定・利用者の健康状態の把握に努めます。 

機能訓練 

1  日常生活動作を通じた訓練 
利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作

を通じた訓練を行います。 
2  レクリエーションを通じた訓練 
   利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操など

を通じた訓練を行います。 

入浴サービス 
1  入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴（全身浴・部分浴）の

介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 

食事サービス 

1 食事の提供及び、食事の介助を行います。 
2 食事は食堂でとっていただくよう配慮します。 
3 身体状況・嗜好・栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提

供します。 

送迎サービス 

1 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎

を行います。 
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合

は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 

訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
内
容 

身体の介護 

1  排せつ介助 
  排せつの介助・おむつの交換を行います。 
2 食事介助 
  食事の介助を行います。 
3 清拭等 
 入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行いま

す。また、日常的な行為としての身体整容を行います。 
4 体位変換 
  床ずれ予防のため、体位変換を行います。 

生活介助 

1 買い物 
  利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 
2 調理 
  利用者の食事の介助を行います。 
3 住居の掃除 
  利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 
4 洗濯 
  利用者の衣類等の洗濯を行います。 

その他 1 利用者の安否確認等を行います。 

 

２ サービスの提供について 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認

定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更

があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 
（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、

遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要

な援助を行います。 
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（3） サービス提供は「小規模多機能型居宅介護計画｣に基づいて行います。なお、「小規模多機能型

居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更します。 
（4） 小規模多機能型居宅介護に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業

者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行いま

す。 
 

3  利用料金について 

【介護保険】 1ヶ月の利用料金 1割自己負担金 2割自己負担金 3割自己負担金 

要支援１ 38,295円 3,830円 7,659円 11,489円 

要支援２ 77,389円 7,739円 15,478円 23,217円 

要介護１ 116,083円 11,609円 23,217円 34,825円 

要介護２ 170,607円 17,061円 34,122円 51,183円 

要介護３ 248,184円 24,819円 49,637円 74,456円 

要介護４ 273,914円 27,392円 54,783円 82,175円 

要介護５ 302,019円 30,202円 60,404円 90,606円 

【加算】 該当種目のみ算定 1割自己負担金 2割自己負担金 3割自己負担金 

☑初期加算 (30単位) 30日まで 33円／1日 67円／1日 100円／1日 

□認知症加算Ⅰ  1,021 円 2,042円 3,064円 

□認知症加算Ⅱ  988円 1,976円 2,964円 

□認知症加算Ⅲ 844円 1,687円 2,531円 

□認知症加算Ⅳ 511円 1,021円 1,532円 

若年性認知症利用者受入加算 888円 1,776円 2,664円 

□看護職員配置加算Ⅰ  999円 1,998円 2,997円 

□看護職員配置加算Ⅱ  777円 1,554円 2,331円 

☑看護職員配置加算Ⅲ  533円 1,066円 1,599円 

□看取り連携体制加算 72円/1 日 143円/1 日 214円/1日 

□総合マネジメント体制強化加算Ⅰ 1,332円 2,664円 3,996円 

☑総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 888円 1,776円 2,664円 

□訪問体制強化加算 1,110円 2,220円 3,330円 

□サービス提供体制強化加算Ⅰ 833円 1,665円 2,498円 

□サービス提供体制強化加算Ⅱ 710円 1,421円 2,131円 

□サービス提供体制強化加算Ⅲ 389円 777円 1,166円 

□生活機能向上連携加算Ⅰ 111円 222円 333円 

□生活機能向上連携加算Ⅰ 222円 444円 666円 

□生産性向上推進体制加算Ⅰ 111円 222円 333円 

□生産性向上推進体制加算Ⅱ 11円 22円 33円 

☑科学的介護推進体制加算 45円 89円 134円 

☑介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×14.6％×11.1 の自己負担分 

食事 朝食 500円  昼食 700円(おやつ含む) 夕食 500円   

宿泊費 1泊 2.900円 

その他 外出・外食・レクリエーション参加時実費 

※オムツや紙パンツ、パッド等はお持ちいただくか実費をご負担いただきます。 
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支払方法 

月末〆の翌月 27日までに自動引き落としにてお支払いいただきます。 

小規模多機能型居宅介護サービスは月途中から利用登録をした場合、サービス提供開始日より介護

給付サービス費を日割りにて請求いたします。以降、利用登録終了日までは月額で費用が発生いたし

ます。入院等により、サービス利用がない期間についても月額費用が発生いたします。 

 

 

６  交通費実費 

 利用者の居宅が当該事業所の通常の事業実施地域以外にある時は、送迎に要する費用 

及び訪問サービスに要した交通費について、事業所からの距離に応じた実費をいただきます。 

 

 

７   ご利用にあたっての注意点 

小規模多機能型居宅介護サービスを利用している間は次のサービスが利用できません。 

【居宅サービス】 

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介

護、特定施設入居者生活介護 

【小規模多機能型居宅介護以外の地域密着型サービス】 

※介護予防小規模多機能型居宅介護についても、上記と同様のサービスについて、利用することはで

きません 

 

 

８   苦情申立窓口 

サービス内容に関する相談苦情 

① 当事業所における相談・苦情窓口   電話 03－5810－1757 

責任者   榎本 征弘       

  

② 文京区 相談・苦情窓口 

       文京区介護保険苦情相談室  電話 03-5803-1383 

 

③ 東京都国民健康保険団体連合会       

          介護相談指導課  電話 03-6238-0177 

 

 

９   非常災害時の対策 

消防計画は別に定めます。 

防火管理者： 優っくり村文京小日向 施設長 高野 小雪里    

避難訓練年２回火災及び地震等を想定した訓練を行います。 

防災設備 自動火災報知設備・煙感知器・スプリンクラー設備・非常通報設備 

・誘導灯・消火器 
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１０   緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、利用開始時にご記載いただいた医療基本情報を

もとに主治医、救急隊、親族等へ連絡をいたします。 

 

 

１１  協力医療機関 

     

名称 JCHO 東京新宿メディカルセンター（ジェイコー） 

所在地 東京都新宿区津久戸町５－１ 

電話番号 03-3269-8111 (代表) 

診療科目 救急科・内科・皮膚科・脳神経外科 その他 

協力関係 有 

 

 

１２   個人情報の取り扱い 

【個人情報の収集、利用及び提供】 

１ 介護保険サービス提供にかかわる個人情報は、サービス提供前に利用目的の範囲を説明し、同

意を頂いたうえで収集致します。 

２ 個人情報の利用は、同意を頂きました利用目的の達成に必要な範囲内において、適正に使用い

たします。 

３ 個人情報の第三者への提供は、情報を頂いたご利用者または情報提供者の依頼、または同意の

ない限り提供することは致しません。また、同意のもと、提供、委託を行う場合においても、

その個人情報に対しては、適正管理、監督を行ってまいります。 

 

<同意を頂く必要がある個人情報の利用目的の範囲について> 

イ) 奉優会が、ご利用者からの依頼に基づいた各種サービスを提供するための利用 

ロ) 提供したサービスに対する請求業務などの介護保険事務での利用 

ハ) サービス提供に係る施設・事業所などの管理運営業務での利用 

ニ) ご利用者からの依頼に基づいた適正なサービス提供をするための、他サービス事業者や居

宅介護支援事業所との連携 

ホ) ご利用者の身体状況に関するご家族への説明 

ヘ) 奉優会からのサービス等のご案内をするための利用 

ト) 奉優会からのサービス向上を目的としたアンケートの依頼をするための活用 

チ) 各事業に関する顧客動向分析もしくは商品開発等の調査分析のため 

リ) 行政機関などからの要求で、法令上応じることが義務つけられている事項に対する利用 

ヌ) その他、特に目的を特定の上、同意を得て収集した個人情報については、その特定した 

利用目的に沿う利用 

 
１３ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 
（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 

虐待防止に関する担当者 管理者 榎本 征弘 
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（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹

底を図っています。 
（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 
（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

 

 

１４ 身体拘束について 

 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがあ

る場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利

用者やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間等を説明し同意を得た上で、

次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の

内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及

ぶことが考えられる場合に限ります。 
（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを

防止することができない場合に限ります。 
（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、

直ちに身体拘束を解きます。 
 

１５ 事故・感染症発生の防止及び対応策 

（１）利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、行政、利用

者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
事故の状況及び事故に際して採った処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組

みを行います。 
（２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導

を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 
（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６ヶ月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 
 

１６ 業務継続計画の策定等について 
（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。 
（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
 

１７   運営推進会議 

運営推進会議とは、利用者及びご家族、文京区職員及び管轄の高齢者あんしん相談センター

並びに地域住民の代表者等に対し、提供するサービス内容等を明らかにすることにより、利用

者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることでサービスの質の確保を図る

ことを目的としています。また、地域との連携・ネットワーク構築に積極的に取り組み、地域
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福祉の推進に資します。ご理解とご参加をお願い致します。 

 〈運営推進会議の役割〉 

１ 情報提供機能  （認知症ケアの理解の促進、相談援助機能の発揮） 

２ 教育研修機能  （従業者の研修効果） 

３ 地域連携・調整機能  （行政機関との連携） 

４ 地域づくり、資源開発機能  （安心して暮らす地域づくり、サービス提供の質の向上） 

 〈開催頻度〉 

おおよそ２ヶ月に１回程度開催いたします。 

 

１８ 介護サービス情報の公表 

  事業者はサービスの質の向上及び透明性の確保をするとともに、利用者が適切な情報に基づ

いてサービスを選択・利用できるよう支援するために事業所の介護サービス情報を公表します。 

１ 東京都が指定する情報公表センターに介護サービス情報を報告します。 

この情報は東京都指定情報公表センターが公表します。 

２ 年に 1 回第三者評価もしくはサービス評価を行い、評価結果については行政へ報告すると

とともに事業所のホームページにて公表します。 

 

１９   短期利用居宅介護 

１ 当事業所は、利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護支援事業所の登録者に対するサ

ービスの提供に支障がないと認めた場合に、登録定員の範囲内で空いている宿泊室等を利用し、

短期間の指定小規模多機能型居宅介護（以下「短期利用居宅介護」という。）を提供する。 

２ 短期利用居宅介護は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者が登録定員未満の場合

に提供することができる。 

[算定式] 

当該事業所の宿泊室の数×（当該事業所の登録定員－当該事業所の登録者の数）÷当該事業

所の登録定員（小数点第１位以下四捨五入） 

３ 短期利用居宅介護の利用は、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等 

が、疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内）の利用期間を定めるものとする。 

４ 短期利用居宅介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅

サービス計画の内容に沿い、当事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護計画を作成

することとし、当該小規模多機能型居宅介護計画に従い、サービスを提供する。 

 

 

２０  運営法人の概要 

     法人名  社会福祉法人奉優会 代表者  理事長 香取 寛 

     所 在  世田谷区駒沢一丁目 4 番 15 号 真井ビル５階 

 

  定款の目的に定めた主な事業 

（１） 第一種社会福祉事業 

（イ） 特別養護老人ホームの経営 

（ロ） 軽費老人ホームの経営 
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（２） 第二種社会福祉事業 

（イ） 老人短期入所事業の経営 

（ロ） 老人デイサービスセンターの経営 

（ハ） 老人居宅介護等事業の経営 

（ニ） 老人福祉センターの経営 

（ホ） （介護予防）認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

（ヘ） （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業の経営 

（ト） 生活困難者に対する相談支援事業の経営 

（チ） 複合型サービス福祉事業の経営 

（リ） 子育て援助活動支援事業の経営 

（ヌ） 福祉サービス利用援助事業の経営 
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この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、利用者、利用者代理人、連帯保証人及び事

業者各署名押印して利用者と事業者で１通ずつを保有します。  

 

 

令和  年  月  日 

 

 

利用者   住 所  〒                    

 

 

     氏 名                （続柄     ） 印  

 

  

利用者代理人  住 所  〒                    

 

 

氏 名                （続柄     ） 印 

 

 

連帯保証人    住 所 〒                     

 

 

氏 名                （続柄     ） 印 

     

 

 

 

事業者住所    東京都文京区小日向１丁目２３番２６号 

事業者（法人）名 社会福祉法人奉優会 

事業所名     優っくり小規模多機能介護文京小日向 

 

（事業所番号）１３９０５００３０２ 

 

事業所責任者   榎本 征弘    印 

 


